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はじめに 

今日日本では、中等後・高等段階の職業教育に関する問題が、改めて技術・職業教育をめ

ぐる重要な研究課題の一つとなりつつある。2017 年５月学校教育法が改正され、「専門職大

学」、「専門職短期大学」という形で、職業教育を目的とする高等教育機関が法制化された。

欧米諸国においても、中等後・高等段階の職業教育機関が発達しつつあり１）、今回の動きも

それと軌を一にしている面のあることは否定できない。しかし日本の場合、欧米諸国とは異

なり、これまで中等後段階の職業教育において重要な役割を果たしていた専門学校のほと

んどが私立教育機関である２）。また多くは専門学校が移行して新設されると考えられる「専

門職大学（短期大学）」も同様の状況になると予想されており、これらの教育機関における

授業料負担の問題を見落とすことはできない３）。 

こうした中等後・高等段階の職業教育をめぐる日本と欧米諸国における違いを考慮する

ならば、アメリカ合衆国（以下アメリカ）のコミュニティ・カレッジ（community college、

以下 CC）及びその前身であるジュニア・カレッジ（junior college、以下 JC）における職

業教育プログラムの発展過程を検討することについて検討することの学術的意義は小さく

ないと考えられる。それは、①アメリカの JC、CC が欧米諸国の中等後・高等段階の職業

教育機関の中で最も長い歴史をもち、また②それらは、公立教育機関を中心とするものであ

る等の点から、今後の日本における中等後・高等段階の職業教育研究に資する点が少なくな

いと考えられるからである。 

現代アメリカの CC については、その歴史的発展過程を含め日本でも研究成果が蓄積さ

れ、またこの種の教育機関が中等後段階の職業教育において重要な役割を果たしているこ
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とも指摘されている。しかし日本においては CC や JC における職業教育プログラム発展史

研究は、ほとんど行われていない４）。この分野の研究は、アメリカでも、高等教育史研究５）、

中等教育史研究６）、職業教育史研究７）の狭間にあり、長い間進んでいなかった。 

けれども 1980 年代以降、ブリント（S. Brint）及びカラベル（J. Karabel）、フライ（J. 

H. Frye）、ビーチ（J. M. Beach）の CC、JC に関する歴史研究の成果が出され８）、これら

の教育機関における職業教育プログラムの発展過程も一定程度明らかにされている。また

それらの研究成果が出される以前から、カリフォルニア州や JC、CC 関係団体であるアメ

リカ・ジュニア・カレッジ協会（American Association of Junior College、以下 AAJC）に

関する事例研究もなされてきた９）。本稿では、これらの研究成果に依拠しながら、アメリカ

の JC、CC における職業教育プログラムの発展過程やそれをめぐる論点を整理し、研究課

題を明らかにすることを意図する。本来、教育史研究は一次資料を収集し、その分析を基づ

いて進める必要がある。しかし今日日本で「専門職大学（短期大学）」が法制化された一方

で、JC、CC 職業教育プログラム発展史研究が進んでいない現状では、まずアメリカにおけ

る研究成果に依拠しながら、これらの教育機関における職業教育プログラムの歴史的展開

とそれをめぐる論点を整理することは喫緊の課題であると考えられる。 

本稿では、以下のことを課題とする。第１に、第二次世界大戦以前の JC における職業教

育プログラムをめぐる論争と実際のこの種のプログラムの発展過程について述べる。第２

に、戦後の JC、CC の職業教育プログラムをめぐる論争と実際のプログラムの発展過程に

ついて検討する。第３にこれらの教育機関の職業教育プログラムが孕む問題点とともに、こ

の種のプログラムへの公費支出が正当化される論理を解明する。 

最後に本稿で使用する用語に触れておく。まず教育機関の名称である。戦前から 1950～

60 年代ごろまでは、JC という用語が使用されていた。しかし本文中でも述べるように、大

統領高等教育委員会報告書（President’s Commission on Higher Education、1947 年）が、

CC という名称を提起し、1970 年代にこの名称が一般的になった。そのため本稿では、戦

前期については JC を用い、1970 年代以降の時期については、主として CC を使用する。

また戦後直後から 1970 年代については、「JC、CC」のように両者を併用する。 

つぎに職業教育に関するプログラムの名称である。アメリカにおいては「職業教育」

（vocational education）という用語が伝統的に中等段階のものに対して使用されており、

JC、CC では、それと区別して「準専門職」（semiprofessional）教育、「完成」（terminal）

教育、「業務に関する」（occupational）教育、「キャリア」（career）教育等の名称が使用さ

れてきた。しかし本稿では、職業に関する知識、技能に関する意味を持つ「職業教育」とい

う用語を使用する。 

 

１． JC設立の議論と実際の設立 

（１）JC設立の議論の端緒 

最初に JC 設立をめぐる議論について検討する。JC は、19 世紀後半から４年制大学・カ
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レッジの前半２年間の教育を行う教育機関として構想された。この構想を提唱したのは、ミ

シガン大学タッパン（H.Tappan）、コロンビア大学バトラー（N. M. Butler）、シカゴ大学

ハーパー（W. R．Harper）といった４年制大学の学長たちであった。彼らは４年制大学か

ら前半２年間を切り離し、大学を研究や法律家、医師などの専門職（profession）養成に専

念させることを意図していた１０）。 

そのモデルとして想定されていたのは、研究重視のドイツ大学とドイツの伝統的な中等

教育機関であるギムナジウムであった１１）。同時に JC には、大学の水準維持のため、知的

に優秀でない学生を大学から排除する「冷却」機能も期待されていた１２）。ただし実際には

その後、４年制大学の前半２年間の JC への完全な切り替えはなされず、既存の４年制高等

教育機関と JC は併存することになった。 

 

（２）実際の JC発展過程 

 最初に設立された JC は、1901 年設立のジョリエット・JC（Jolliet Junior College、イ

リノイ州ジョリエット）だとされている１３）。その後 1900～30 年代に JC の数は、1910 年：

25 校、1927 年：325 校、1929 年：575 校と大幅に増加した１４）。その背景には、ハイ･ス

クールの生徒数、及びそれが当該年齢層に占める割合の増加があった。前者をみると、1890

年には約 202,963 人であったが、1918 年には 1,645,171 人と約 8.1 倍に増加した。また後

者は、1890 年代の６～７％から、1900 年の 11％以上、1930 年の 51％以上と急速に上昇

した。なお JC における公立と私立の比率をみると、1940 年代までは、私立の方が公立を

上回っていたが、その後比率は逆転し、1970 年代初期には、私立のものは、２年制カレッ

ジの 20％前後を占めるのに過ぎなくなった１５）。 

また公立 JC の地理的分布には偏りがあり、それは、中西部、南西部（テキサス州を含む）、

極西部（主としてカリフォルニア州）に集中していた。一方伝統的に私立カレッジが優勢で

あった中部大西洋、ニューイングランド地方では、その数は極めて少なかった１６）。州毎の

数字を見ると、1929～30 年時点では、公立 JC が 10 校以上設立されていたのは僅か６州

（カリフォルニア、アイオワ、テキサス等）であった。また学生数をみても州による偏りが

あり、1929～30 年度には、カリフォルニア、イリノイ、ミシガン、ミズーリの４州で、公

立 JC 学生の約 3/5 を占めていた１７）。 

 

（３）カリフォルニア州における JCの発展 

JC、とりわけ公立のそれが顕著な発展を遂げた州としてカリフォルニア州が挙げられる。

1930 年には、全国の公立 JC 学生の 1/3 以上が、同州内の JC に在籍していた。その背景と

しては、①南北戦争後の同州の経済的繁栄、②この州におけるハイ･スクールの発展（同州

では、国内のどこよりもハイ･スクール在籍者数が多かった）１８）に加え、この州の地理的

条件、州内の有力大学の入学許可に関する方針を挙げることができる。 

前者をみるとカリフォルニア州では、その面積の広大さにも関わらず、主要な４年制大学
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は、サンフランシスコ、ロサンジェルスの２大都市圏に限られていた１９）。後者についてみ

ると同州では、カリフォルニア大学（網）とスタンフォード大学という２校の有力大学が、

入学許可に関して厳格な基準を採用する一方、他州に比べて私立カレッジは少なかった。こ

れらの事情からカリフォルニア州では、学生が、自宅の近隣の地域で受けることのできる

JC への需要が存在していた２０）。 

さらにカリフォルニア大学バークレー校教育学部長ラング（A. Lange）、スタンフォード

大学学長ジョーダン（D. S. Jordan）等の州内の有力大学の指導者が、JC 設立を積極的に

推進したことも、この州での JC 発展の一因であった２１）。こうした状況下でカリフォルニ

ア州では、1907 年や 1917 年の州法で JC を制度化したほか、1910 年には最初の JC がフ

レズノ（Fresno）に設立された。その後 10 年間に同州内で 17 校の JC が設立された２２）。 

 

（４）JCの性格をめぐる議論と 6-4-4制度構想の登場 

なお JC の性格については、高等教育の一環か中等教育の延長かという論争があった。そ

の一つは、先述のタッパン等の議論のように、JC を４年制大学等の教育機関の下級学年の

代替的な教育機関とみなすものであった。同時にそれをハイ･スクールと同様、中等教育制

度の一環とみなす議論もあった（事実初期の JC のなかには、ハイ･スクールに併設された

ものも多かった）。なお JC を中等教育の一環とみなす議論の下で、学校制度を 6-4-4 制に

再編する構想も生まれた。当時 8-4 制から 6-3-3 制への学校制度改編の議論に加えて、6-4-

4 制構想も議論されていた。この構想の下では、JC は、第 11～14 学年の４年制のものとし

て位置づけられていた。それは、8-4 制の下での４年制ハイ･スクールの最終学年である第

12 学年と大学・カレッジの最初の学年である第 13 学年の接続の円滑化をめざしたもので

あった。しかし実際には 6-3-3（-2）制とは異なり、6-4-4 制は、一部を除きほとんど普及し

なかった２３）。 

 

２．JC における「準専門職」教育、「完成」教育をめぐる議論と JC における職業教育プロ

グラムの発展 

（１） JCの「準専門職」教育、「完成」教育をめぐる議論 

 これまでみてきたように、JC は、４年制大学・カレッジの前半２年間の教育を行い、そ

れらの高等教育機関への転学を目指す教育機関として設立された。しかし実際には、４年制

高等教育機関に転学しない学生が多く（1940 年に転学することができた学生の比率は、そ

の３年前の新入生の約 18％に過ぎなかった）、また中退者も多かった（1938 年の JC 卒業

生の数は、その２年前の新入生の約 54％であった）２４）。そのため JC の学生の 2/3 から 3/4

を、４年制高等教育機関への転学を意図しない「完成」教育プログラムに在籍させるべきだ

とする議論が提起された。 

この議論を提起した人物として、1920年に全米レベルの JC団体として設立されたAAJC

の理論的な指導者だったクーズ（L. V. Koos）、イールズ（W. C. Eells）、キャンベル（D. 
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Campbell）等を挙げることができる。彼らは、JC における「準専門職」教育、「完成」教

育の必要性を強調していた。そのうちクーズは、JC を、それ以降教育を継続しない学生の

ための「完成学校」とすべきだと論じ、それに相応しい教育として「準専門職」教育を提案

した２５）。彼は「準専門職」を、中等教育で養成される熟練職種と、ハイ・スクール卒業後

４年以上の教育を必要とする専門職の間の中間レベルの職務だと定義した２６）。 

 「準専門職」教育、「完成」教育の必要性を体系的に論じた文献の一つとして、イールズ

等の『なぜジュニア・カレッジの完成教育か』２７）（Why Junior College Terminal 

Education? ）が挙げられる。同書は、「完成」教育が必要な理由として、①恒久的な職業に

就く年齢の上昇、②当時の技術の進歩や社会の変化を挙げていた３４）。なお「準専門職」教

育に含まれる分野としては、経営者、ホテルの支配人、医療事務員、看護師、リクレーショ

ン指導者などが想定されていた２８）。こうした議論の社会的・経済的背景には、当時のその

ような性格を持つ労働者への大きな需要があった２９）。ただし「準専門職」教育と「完成」

教育の意味は必ずしも同一ではなく、後者には、「準専門職」教育のみならず、「社会的知性

のためのカリキュラム」といった市民育成を主たる目的としたものも含まれていた３０）。 

しかし 1920～30 年代には４年制高等教育機関転学を重視する JC が多く加盟しており、

「完成」教育に関する AAJC の議論は低調であった３１）。けれども大恐慌期になると JC 関

係者は、それへの対応の必要性を迫られた。当時の AAJC 会長コルバート（C. C. Colvert）

は、全米青年局（National Youth Administration、略称 NYA）のような若者対象の失業対

策プログラム等の存在に触れながら、大恐慌の下で、 J C で職業教育プロ 

グラムを重視する必要性を力説した３２）。 

 そのこともあり AAJC は「完成」教育推進のための活動を加速化させた。1937 年に同協

会は、組織内に「完成」教育について調査することを目的とする政策委員会（後に「完成教

育に関する委員会」（Commission on Terminal Education）と改称）を設置した。同委員会

は、ロックフェラー財団の資金提供を受けた一般教育委員会（GEB）による 10 万ドル以上

の補助金を得て、「完成」教育に関する研究・調査活動、さらにはこの種の教育に関する啓

蒙活動やワークショップ等の取組を推進した３３）。以下では、実際の JC における「準専門

職」教育、「完成」教育の状況について検討する。 

 

（２） 実際の職業教育プログラムの状況 

 1920～30 年代に JC の「完成」教育プログラムは急速な発展をみた。JC で提供されてい

たカリキュラムのうち、非アカデミックなものの割合は、1917 年：18％、1921 年：31％、

1930 年：33％、1937 年：35％へとしだいに上昇していった３４）。 

当時 JC において行われていた職業教育プログラムは、ハイ・スクールのそれとは性格の

違いがあった。1930 年代にハイ･スクールでは、農業、簿記、自動車修理、印刷等の教授が

行われていた。これに対し JC では、ラジオ修理、秘書の業務、実験に関する技術的な職務

など、より高度な知識、技能を必要とする職務について教授していた３５）。 
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JC の職業教育プログラムに関して先進的であった州の一つが、やはりカリフォルニア州

であった。同州で JC における職業教育プログラムが促進された要因の第１は、先述のラン

グ等に加え、職業教育専門家リッチャルディ（N. Ricciardy）のような、この種のプログラ

ム推進に積極的な JC の理論的指導者の存在である６）。彼らは、社会的に効率的な学校制度

確立への志向に加え、JC 学生の多数派が、４年制高等教育機関に転学せず、またアカデミ

ックなプログラムの内容に関心を持っていないとの理由から、この種のプログラムを推進

した３７）。 

 第２は、同州における立法の動向であった。その一例として 1921 年制定の州法（ディア

リング法、Deering Act）を挙げることができる。同法は、JC に対し、それまでの４年制大

学・カレッジ転学準備の教授に加えて、公民教育や教養教育、さらには農業、工業、家政、

その他の職業に関する教育を提供することを認めた３８）。 

 こうした理論的指導者の存在や立法措置の影響もあり、カリフォルニア州内の JC におけ

る職業教育プログラムは大きな遂げた。州内の JC で設置されていた「完成」教育関係の科

目数は 1921 年：100 科目、1925 年：400 科目、1930 年：1,600 科目と急速に増加した。

さらに 1941 年には、その数字は 4,000 科目以上に増加する勢いであった３９）。 

 JC における職業教育プログラムは、いくつかの都市で極めて顕著であった。ロサンジェ

ルス郊外のパサデナ（Pasadena）にあったパサデナ・JC（Pasadena Junior College）の場

合、1926 年には、「完成」課程の卒業生は僅か４％であった。しかし３年後の 1929 年には

その比率は 1/3 になり、1932 年には 40％、1940 年には 72％にまで上昇した４０）。またロ

サンジェルス・JC（Los Angeles Junior College）も、1930 年代には、パサデナ・JC と並

び、州内で最も職業教育プログラムが重視されたカレッジとなった４１）。同カレッジでは、

1929 年の開校以後の５年間に、「建築」、「商業」（会計、銀行、財務、一般商業、商品、秘

書）、「工学」（航空、土木、電気、機械）、「ジャーナリズム」、「看護」など、全部で 14 種類

の職業教育を行うようになった４２）。 

JC の職業教育プログラムには、スミス・ヒューズ法等の職業教育連邦補助法の適用を受

けたものもあった。スミス・ヒューズ法（1917 年制定）は、連邦補助の対象を、①公的な

監督あるいは指導（public supervision or control）の下にある、②「カレッジ段階より下」

（less than college grade）、すなわち中等段階の職業教育に限定していた４３）。これらの規

定、とりわけ後者は、その後ジョージ・リード法（1929 年制定）、ジョージ・エルズィー法

（1934 年制定）、ジョージ・ディーン法（1936 年制定）、ジョージ・バーデン法（1949 年

制定）にも継承された４４）。しかしこの規定は、柔軟に解釈されるようになり、①カレッジ

の入学要件を、入学許可の条件としない、②学士等の学位取得につながらない等の条件で、

JC 等の職業教育プログラムにも、連邦補助金支出が認められるようになった４５）。また実

際州によっては、JC の職業教育プログラムに連邦補助金使用を認める動きも出てきた。 

しかし職業教育を含む JC の「完成」教育プログラムの普及度には、地域格差があった。

1941 年時点で公立 JC におけるこの種のプログラム在籍者の比率を州毎に見ると、カリフ
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ォルニア州（50％）、カンザス（44％）のように高い州もあれば、アイオワ（８％）、オクラ

ホマ（８％）のように非常に低い州もあった４６）。 

それ以上に問題だったのは、1930～40 年代には全米レベルでは「完成」プログラム在籍

者が、JC 学生の多数派ではなかったことである。1938～39 年度には、「完成」プログラム

在籍者数は、JC 学生の 1/3 に止まっていた４７）。その理由の第１は、職業教育には施設・設

備が必要で、維持・運営にコストがかかることであった。1946 年時点で 1 校当たりの在籍

者数は平均して 1,000 人以下で、小規模 JC にとって職業教育の提供は困難だった４８）。 

第２は、ハイ･スクールの職業教育との競合であった。JC の職業教育プログラムが発展す

るためには、当時中等学校で教授されていた分野（熟練職種、農業、秘書、簿記、販売など）

での就職に中等後段階の教育が要求されるようになる時代、さらに中等段階よりも高度な

知識が必要な保健、工学、電子技術等の分野の発達を待たなければならなかった４９）。 

しかし何よりも問題であったのは、JC 学生の４年制大学・カレッジへの転学志向であっ

た。同様の志向は、親たちにも、また JC を設立した自治体の住民にも強かった５０）。 

さらに「完成」教育の内容には、職業教育とはいえないものもあった。それには、①教員

養成（1938 年時点でその在籍者は「完成」教育のそれの 18％を占めていた）５１）、②法学

予備、医学予備、工学予備など４年制大学あるいはそれ以降に行われる専門職養成の予備的

な教育を行うもの５２）、③市民育成のプログラムである「一般教養」（General Culture）（1941

年のある調査結果によれば、この種のプログラム在籍者者数は、「完成」教育のそれの 16％

であった）５３）も含まれていた。 

 こうして 1930～40 年代の「完成」教育プログラムの発展状況は、JC の理論的指導者た

ちの期待に沿ったものではなかった。しかし第二次世界大戦中には国内の JC に、戦争に対

応した職業教育プログラムとして、民間パイロット養成プログラムの他、溶接工、リベット

工、旋盤工、機械操作工の養成プログラムなどが設置された５４）。 

 

３．戦後の JC、CCにおける職業教育をめぐる議論 

つぎに第二次世界大戦末期及び戦後における JC、CC の職業教育をめぐる議論を検討す

る。全米教育協会（NEA）等によって組織された教育政策委員会（Educational Policies 

Commission）の報告書『すべてのアメリカ青年のための教育』（Education for All American 

Youth、1944 年）は、ハイ・スクール後の教育機関として「コミュニティ・インスティテュ

ート」（community institute）設置を提案し、そこでは職業教育も重要な機能の一つとして

位置づけられていた５５）。 

さらに 1947 年には、トルーマン大統領が任命した大統領高等教育委員会（以下トルーマ

ン委員会）が、最終報告書『アメリカ民主主義における高等教育』（Higher Education for 

American Democracy）５６）を出した。同報告書は、高等教育を「一部の知的エリート」や

富裕な家庭の出身者に限定しないとの立場を表明した（vol.3, p.6）。また報告書は、全米の

人口の 49％（1940 年のカレッジ進学率（16％）の約３倍５７））以上が、（上級）ハイ･スク
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ールに２年間を加えた 14 年間の学校教育を修了する能力を持つと論じていた（vol.1, p.41）。 

上記の認識からトルーマン委員会報告書は、JC を教育機会拡大の中心的な手段として位

置づける（vol.1, p.37）と同時に、そこでの「完成」教育重視の方針を提起した５７）（vol.1, 

p.68）。またその例として医療秘書、電気関係のテクニシャン、歯科衛生士等の「準専門職」

養成を挙げていた（vol.1, p.69）。ただし JC に関しては、職業教育のみならず、一般教育も

重視されていた。同委員会報告書は、「教育の職業的側面」が、「労働者」と「市民」を分離

すべきではないとする立場から、「準専門職」プログラムにおいて、一般教育を排除せず、

「社会に対する理解と専門的能力の結合」の必要性を強調していた（vol.3, p.7; vol.1, p.69）。 

それと同時にトルーマン委員会報告書は、JC の名称を CC に改めることを提起した。こ

れは、この種の教育機関の主たる目的の一つが、「完成教育」を施すことにあり、４年制カ

レッジ前半の教育を行う「ジュニア」（下級）・カレッジという名称が相応しくないとの理由

からであった。（vol.3, p.5, pp.7-8）。 

しかし冷戦期に入ると、ソヴィエト連邦とイデオロギー的に闘う手段として一般教育プ

ログラムが重視され、職業教育をめぐる議論は後退を余儀なくされた５８）。けれども 1957

年のソヴィエト連邦によるスプートニク打ち上げで、JC における職業教育、技術教育拡充

の議論は再燃した。1958 年制定の国家防衛教育法（National Defense Act）は、自然科学、

数学、工学等専攻の大学生への奨学金提供等を規定していた他、その「タイトルⅧ」で、職

業教育連邦補助法の一つジョージ・バーデン法に「地域職業教育プログラム」（Area 

Vocational Education Program）条項を追加した。これは、国家の防衛に必要不可欠である

と認められ、科学的知識を必要とする「高度な熟練を要する技術的な業務」（highly skilled 

technical occupations）養成を目的に、中等段階・中等後段階の職業教育等を行う「地域職

業学校」（area vocational education school）設置を意図していた５９）。 

さらに 1960 年代には JC、CC における職業教育拡充の動きが加速した。連邦政府の「職

業教育諮問委員会」（Panel of Consultants of Vocational Education）報告書（1962 年）は、

「ハイ・スクール後」、すなわち JC、CC 等において行われる中等後段階の職業教育プログ

ラム拡大の必要性を強調した。その理由として報告書は、①技術の進歩により、多くの職務

が、より多くの技術的な能力、数学や科学の知識を多く必要とするようになった、②これら

の職務は、多くの場合、ハイ･スクールの生徒よりも成熟した個人を要求するの２点を挙げ

ていた６０）。「ハイ･スクール後」の職業教育として挙げられていたのは、技術的な職務、工

業、農業、保健、食品、流通職及び事務職等の職務であった。しかしとりわけ重視されたの

は、工業分野等で技師（engineer）と熟練労働者の中間の地位を占めるテクニシャン養成で

あった６１）。 

この報告書を受けて制定された 1963 年職業教育法では、ハイ･スクール在学者や就労者

対象のものに加えて、中等後段階の職業教育も連邦補助の対象に加えられた６２）。先述のよ

うに一部の JC、CC の職業教育が連邦補助の対象とされていたとはいえ、スミス・ヒュー

ズ法以降の職業教育連邦補助法では、補助対象が原則として中等段階のものとされていた。



215 

 

そのことを念頭に置くと、この規定は、アメリカ職業教育史上画期的な条項であった。さら

に 1968 年職業教育法では、JC 等の中等後教育機関の職業教育プログラムへの連邦補助金

が増額された６３）。こうした立法措置の影響もあって、JC、CC の職業教育プログラムは大

きな発展を遂げていくことになる。 

 

４．戦後の JC、CCにおける職業教育プログラム発展 

戦後アメリカ経済の繁栄と JC、CC 学生の増加は、これらの教育機関における職業教育

プログラム発展の客観的な条件を創出した。まず前者をみると、戦後のアメリカ経済は、資

本主義経済において圧倒的な地位を占め、同国経済史上に例を見ない繁栄の時代を迎えた。

また原子力、コンピュータ、オートメーション機械、トランジスタなどの電子機器、化学薬

品、輸送機械、光学器械等の分野で急速な技術の進歩がみられた６４）。 

こうした経済的繁栄の下で、JCは数量的な面で大きな発展を遂げた。まず校数をみると、

公立 JC、CC の数は、1938 年から 1953 年にかけて 258 校から 388 校に増加した。さらに

1970 年までには、JC、CC 学生の 95％が公立のものに在籍するようになっていた６５）。つ

ぎに学生数の増加を見ることとする。その一因は、第二次世界大戦終了後の大量の帰還兵の

入学にあった。1944 年に帰還兵に大学・カレッジ教育を受けさせることを目的に GI 法が

制定された。その結果 1945 年秋には、6,000 人以上の退役兵が、JC に入学した６６）。 

 第２は、戦後のベビーブーム世代が高等教育を受ける年齢に達したことである。この世代

が高等教育機関に進学するようになった 1960 年代に JC は、「前例のない割合で発展」し、

その在籍者数は、451,000 人から 1,630,000 人へと約３倍に増加した。また高等教育機関在

籍者に JC 学生が占める割合も、1955 年の 1/6 から 1960 年代末には 3/10 に上昇した。た

だしこうした JC の数量的拡大は、やはり地域ごとの差が大きく、1968 年の時点には、JC、

CC 学生の 2/3 以上が、カリフォルニア、ニューヨーク、イリノイ、ミシガン、フロリダ、

テキサス、ワシントンの７州に集中していた６７）。 

 しかしこれらの客観的な条件は、直ちにトルーマン委員会が展望した JC、CC の職業教

育プログラム拡大に結びついた訳ではなかった。1940 年代末から 1950 年代初めには、戦

後アメリカ経済の繁栄と４年制大学・カレッジ卒業生への需要拡大により、JC からの４年

制高等教育機関への転学率は、約 1/4 から約 1/3 へとむしろ上昇した。また転学プログラム

の在籍者比率は約 75％で安定していた６８）。その反面 1950 年代になっても、職業教育プロ

グラムの在籍率は、全体の 1/4 かそれ以下であった６９）。 

けれども 1970 年代になると、不況や高等教育機関卒業生の数の増大の影響を受けて、４

年制高等教育機関卒業生の就職状況は悪化した７０）。そうした状況の下、当時のニクソン政

権による２年制カレッジ職業教育プログラム奨励の姿勢や、テレビ、新聞等のメディアによ

るキャンペーンの影響もあり、JC、CC の職業教育プログラム在籍者の比率は急速に増大し

た。事実 1970～77 年に、この種のプログラムに在籍する全日制の学生の割合は、1/3 程度

から、50％以上に上昇した７１）。その傾向は、イリノイ、フロリダ両州で顕著であり、前者
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では、JC、CC で提供されるカリキュラムのうち 66％が、職業教育に関するものになった。

なお増加した職業教育プログラムには、他の教育機関（中等学校、成人学校、専門短大、地

域職業学校・センター）のそれの昇格・移行によるものも含まれていた７２）。 

 職業教育プログラムの比重が増大した JC は、４年制大学・カレッジへの転学準備機関と

いうより、地域社会における雇用の準備のためのそれという性格を強めた。このため 1970

年代初期に JC は、トルーマン委員会の提唱したように CC と呼ばれるようになった７３）（そ

のためこれ以後の部分については、主として CC という用語を使用する）。 

つぎに JC、CC で行われていた職業教育プログラムの分野について検討する。先述のよ

うに国家防衛教育法による地域職業教育プログラムや 1962 年の「職業教育諮問委員会報告

書」では、工業技術分野を中心とするテクニシャン養成が重視されていた。しかし実際に最

も在籍者が多かったのは商業関係のプログラムであり、保健関係や工学技術に関するプロ

グラムがそれに次いでいた。また 1980 年代には、様々な分野におけるコンピュータ利用拡

大を反映し、コンピュータ科学関係のプログラムの在籍者数も増加した７４）。 

なお職業教育プログラム在籍者の学生には、定時制、女性、不利な立場にある学生（貧困

者、少数民族、障害者）、成人の学生の数が多かった７５）。一方職業教育プログラムからの４

年制教育機関転学者が増加した。その一因は、４年制高等教育機関に職業教育プログラムが

設置され、それらの教育機関における同種のプログラムに学生が転学する際に、JC、CC 等

で取得した単位の多くが、移行可能になっていることが挙げられる７６）。 

ただし職業教育プログラムの卒業生が、関連する職業への就職状況については、論争があ

った。この種のプログラム卒業生の多くが関連した職業に就職しているとの調査結果も出

されていた７７）一方で、それについては分野による違いがあり、保健分野、秘書などのプロ

グラムでは、関連分野への就職者が多いのに対し、事務職、会計、コンピュータ、電子工学

のプログラム出身者については、その比率が低いとの指摘もあった７８）。 

なお 1980 年代以降、職業教育プログラムの中には、一般教育を行わず特定の企業の要求

に応じた短期の訓練プログラム（例えば地元のカジノのディーラーやスロットマシン関係

の機械工養成プログラム、ジェネラル・モーターズ社と提携して自動車修理工に対して、再

訓練を行うそれなど）を組織する動きも見られた。こうした「公的・私的パートナーシップ」

推進については賛否両論があり、批判的な議論のなかには。①市民育成という CC の理念と

の整合性、②この種のプログラムとアカデミックな教育との分離の是非、③企業の要求に対

する CC の従属の是非に関するものがあった７９）。 

 

５．CC職業教育プログラムに対する批判とこの種のプログラムの教育的意義 

 これまでみてきたように、CC の職業教育プログラムは大きく発展してきたけれども、こ

の種のプログラム、さらに CC 自体に対しては様々な批判や問題点が提起されている。第１

は、CC 自体の性格をめぐる批判である。1 つ目は、職業教育プログラムの拡大が CC の教

育機関としてアイデンティティに大きな影響を与えたとするものである。この点について
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は、CC の「教育の人的資本への矮小化」という指摘８０）に加え、職業教育プログラム拡大

と４年制高等教育機関への転学準備機能の弱体化により、教育機関としての CC の正当性

に重大な危機がもたらされているとの批判もある８１）。 

 ２つ目は、CC が、学生を選別し、高等教育を受ける機会を制限するための教育機関にな

っているとの批判である。それは、CC が、一部の学生を４年制高等教育機関に転学させる

一方、学生の多数派（とりわけ非白人の学生）に対してはそのような意欲を冷却し、彼らを

中間レベルの技能あるいは低度の熟練しか必要としない労働市場に方向を転換させること

をめざす教育機関となっているというものである８２）。 

同時に CC が「アカデミックな標準」や「アカウンタビリティ」の圧力に晒されていると

いう状況もある。1980 年代以降の不況と州財政の悪化の下で、各州で CC 関係予算削減に

加え、通常の公教育制度の延長という性格からそれまで無償制の場合も多かった CC につ

いて、授業料徴収やその引き上げが行われるようになった。また州政府は、限られた財源に

関する正当化を求めて公費支出の結果を評価し、それに基づき社会的プログラムやサービ

スの改廃を行うようになり、職業教育を含む CC の活動もその対象とされている８３）。 

第２は、職業教育プログラム自体に対する批判である。その一つは、CC の職業教育プロ

グラムの卒業生の収入が、４年制高等教育機関卒業生のそれを下回っているというもので

ある８４）。またこの種のプログラムが、私立職業教育機関や４年制大学・カレッジとの競争

に晒されているという指摘もある８５）。 

 こうして CC とその職業教育プログラムについては、様々な批判や問題点が提起されて

いる。それにも関わらず、この種のプログラムへの公費支出が正当化されている理由として、

アメリカの CC 研究者のコーエン（A. Cohen）等は、以下の点を挙げている８６）。 

 その第１は、職業教育プログラムがそれによって教育を受ける個人のみならず、社会の成

員全体の利益になることである。CC の職業教育プログラムは、卒業後の学生の雇用機会を

拡げるだけでなく、訓練された労働者を企業に供給することを通じて、経済発展にも寄与す

る。このため CC で行われる職業教育は、それ受けた学生本人やその家族のみならず、企業

（関係者）や一般市民を含む社会の成員全体に有益である。このためそのコストは社会の成

員全体で負担すべきだということになる。 

 第２は、職業教育の公費支出により、それを受ける機会が拡大することである。職業教育

に関する論者の中には、公立教育機関の役割を教養教育に限定し、職業教育は私立教育機関

に委ねるべきだとする人々、さらには公費を支出する場合にも、卒業生が関連する職業に就

くことができた時のみに、支出すべきだとする人々がいる。しかしそのような論者の議論に

対しコーエン等は、①学生の卒業後の就職状況の予測は困難であり、②そのような仕組みの

下では教育機関が入学者を限定し、困難な立場にある人々が排除される、さらに③使用者た

ちが従業員を雇用する際の候補者が十分な数だけ得られなくなると、批判している。 

公共性を、①社会の成員全体の利益、②万人のアクセスの機会などという点から定義する

立場８７）に立つならば、上記のコーエン等の議論は、職業教育における公共性の担保という
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こととも関わっているといえる。またそれゆえに、JC、CC の職業教育プログラムに対する

公費支出は、職業教育の公共性という観点から、正当化されるということができる。 

しかしコーエン等は、CC の職業教育プログラムが問題点の一つとして。そこで教育を受

けた学生が、関連する職業に就職することができない場合に生じる問題を指摘する。これは、

卒業後に就職の機会を得られない場合、学生にとっては教養教育の場合よりも経済的損失

が大きいことである８８）。けれども同時にコーエン等は、学生の入学時には、卒業後、就職

できるか否かを正確に予測することは困難だと指摘したうえで、CC の職業教育プログラム

について以下のような改善策を提起している８９）。 

 第 1 は、教育制度の改革である。これは学校制度を開放的なものとし、人々が生涯を通じ

て、連続的に再度訓練を受けるために CC 等の教育機関に戻ってくることができるように

することである。 

 第２は、職業教育の内容の改善と職業教育と教養教育の連携の強化である。前者は、職業

教育について、技能等に関する教授に限定せず、その内容に、卒業後の地位、社会的関係、

それらが提供する人間の相互関係に関する内容を含めることにより、在学中に学んだこと

が、卒業後様々な状況に応用可能になるように、幅広いものとすることである。また後者は、

教養教育に職業に関する要素を含める必要性である。それについて彼らは、教養教育が一部

の人々を対象としていた過去とは異なり、現代ではあらゆる人々が「自由」で「労働しなけ

ればならない」ので、教養教育は「労働の構成要素を含まなければならない」と論じている。 

第３は、４年制高等教育機関のプログラムとの接続である。今日では先述のように４年制

高等教育機関が職業教育プログラムを拡大している。このため CC の職業教育プログラム

がその前半２年間に相当する教育を行う場合が多くなっているので、後者を前者にうまく

接続させる必要性があるとコーエン等は指摘している。 

これらの議論が提起されたのは 1980 年代末のことであるが、これらの課題は、部分的に

は実現している部分もあるけれども、今日でも依然として CC の職業教育プログラムが抱

える課題であろう。それと同時にこれらの議論は、日本の専門学校、さらには新設される予

定の「専門職大学（短期大学）」について論じる際の重要な論点を提起しているとみること

ができる。 

 

おわりに 

本稿では、アメリカで出された研究成果に依拠しながら、同国の JC、CC における職業

教育プログラムの歴史的展開やそれをめぐる論点を整理し、研究課題を明らかにすること

を意図した。これまで述べてきたように、1930 年代から JC に関しては、４年制高等教育

機関に転学しない学生を対象とする「準専門職」プログラム、「完成」プログラムという形

で職業教育プログラムの必要性が提起され、また実際にカリフォルニア州など一部の州で

は、実際に職業教育プログラムが発展した。しかし 1960 年代までは、学生たちの４年制高

等教育機関転学プログラム志向などの理由から、JC、CC の職業教育プログラム在籍者は、
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全学生数のなかでは少数派に止まっていた。 

 しかし 1963 年職業教育法等によって、その職業教育プログラムが正式に連邦補助の対象

にされたことに加え、1970 年代の景気後退や４年制高等教育機関卒業生の就職状況の悪化

を反映し、JC、CC では職業教育プログラム在籍者が多数派となった。 

 こうしたアメリカの JC、CC の職業教育プログラムの発展と日本における専門学校の発

展、さらには「専門職大学（短期大学）」の法制化は、一見すると中等後・高等段階の職業

教育の発展という点では、共通した現象のようにみえる。しかし両者の間には大きな違いが

存在する。それは日本の専門学校のほとんど私立職業教育機関であり、また職業教育を目的

として新設される高等教育機関も多くが私立教育機関となることが予想される。一方アメ

リカの JC、CC は、多くが公立教育機関だということである。 

 JC、CC における職業教育への公費支出は、①社会の成員全体の利益、②職業教育機関へ

のアクセスなど、これらの教育機関において行われる職業教育が公共性を持つものとなっ

ている点から、正当化されている。こうした点は、私立教育機関の比重の大きい（あるいは

大きくなると予想される）、日本の専門学校、「専門職大学（短期大学）」をめぐる議論に１

つの論点を提起すると考えられる。 

 なお今日の CC 職業教育プログラムについては、①上級教育機関との接続、②教育課程に

おける職業教育と教養教育（一般教育）との連携強化などの課題を指摘している。これらの

点も、日本の専門学校、「専門職大学（短期大学）」ついて論じる際に重要な論点を示したも

のだといってよいであろう。 

以上の点から、アメリカの JC、CC における職業教育プログラム発展史研究は、日本の

中等後・高等段階の職業教育の組織化検討に当たって、いくつかの重要な示唆を与えるであ

ろう。なおこれまでのアメリカにおける研究の焦点は、JC や CC における職業教育プログ

ラムの導入・拡大をめぐる議論に重点が置かれ、その実態に関する分析は進んでいないよう

に思われる。今後これらのプログラムの実態の解明を通して、それらがアメリカ社会におい

て果たした役割について検討する必要があろう。 
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